
第27回全国健康保険協会山形支部
健康づくり推進協議会

日時：令和6年7月29日（月） 10時00分～
場所：全国健康保険協会山形支部 4階会議室
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議事次第

１．令和5年度保健事業実施結果報告
（１）健診
（２）特定保健指導
（３）重症化予防
（４）第２期データヘルス計画
（５）総括

２．令和6年度保健事業について
（１）令和6年度保健事業概要
（２）特定保健指導希望事業所情報の取得業務について
（３）第３期データヘルス計画

３．マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
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【ご意見を賜りたい事項】

 令和5年度の保健事業および令和6年度保健事業の取組について

1. 今後の保健事業における課題として捉えている内容について、他に考慮すべき点はないか。
2. 課題に対し、より効果的な方法（事業）はないか。
3. 委員の皆様のお立場から、当支部の保健事業に対するアドバイス・ご指摘をお願いします。
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事業者健診（労働安全衛生法）

35歳～74歳

40歳～74歳

・県内30実施機関

・県外実施機関
（県内でバス健診を実施している

県外機関2機関と契約）

・市町村の住民健診

・県内約200機関

・県外実施機関

・支部主催の集団健診

健診結果データ取得

特
定
保
健
指
導

〈健診当日〉
一部の外部委託機関
〈健診日以降〉
・協会けんぽ保健師、
・管理栄養士
・外部委託機関

重
症
化

予
防

医療機関への受診勧奨

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

令和11年度までは、
県内全域の製造業事業
所に対し、特定保健指
導実施率向上の取組を
実施

健康診断 健康診断後の取り組み
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協会が実施する保健事業の概要



〇健診、特定保健指導の委託
〇事業所への生活習慣病予防健診の受診勧奨依頼
〇事業者健診データの早期提供依頼

〇生活習慣病予防健診の案内
〇事業者健診データの提供依頼
〇特定保健指導の案内
〇健診受診率、特定保健指導利用率の低い事業所への勧奨
〇健康保険組合解散により移行した事業所への
健診・特定保健指導の推進

〇要治療、要精密検査と判定された方への
医療機関受診勧奨依頼

〇健康経営への取組支援

協会
けんぽ

健診
機関 事業所

加入者

〇健診受診、特定保健指導の利用
〇健診後、健診結果の把握
〇要治療、要精密検査と判定された方へ
の医療機関受診勧奨

〇健康維持増進のための取組

〇健診、特定保健指導の実施

＜本人・家族＞
〇健診の費用補助
〇特定保健指導の実施
〇未治療者への医療機関受診勧奨

＜本人＞
〇健診未受診者への勧奨
〇特定保健指導再流入者の抑制

＜家族＞
〇特定健康診査の案内
〇支部主催集団健診の案内

協会けんぽと加入者・健診機関・事業所の関係性
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特定健診

定期健康診断
（事業者健診）

生活習慣病予防健診

人間ドック

協会けんぽから補助（令和5年度より補助額の増額）

[全従業員] ※全額事業主負担
・労働安全衛生法第６６条において、事業者に実施が
義務付けられている定期健診の健診結果データを
提供することにより特定健診に置換え可能

[３５歳以上の被保険者（ご本人）]
・定期健診の項目にがん検診を含んだ健診 自己負担額 5,282円で受診可能
・年齢によっては付加健診の補助もあり、特定健診・定期健診に置換え可能
（令和6年度より付加健診の対象年齢拡大）

・利用する健診実施機関によって内容・料金が異なり、日帰りや宿泊型がある
・内容によっては、生活習慣病予防健診の補助を使って受診することも可能
（※健診実施機関の対応による）

[４０歳以上の被扶養者（ご家族）]
・高齢者の医療の確保に関する法律で、医療保険者に
実施が義務付けられたメタボに着目した健診

協会けんぽから補助

健診項目の多さ

健
診
費
用

協会けんぽの生活習慣病予防健診の健診項目のイメージ

５



健診を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善が必要な方に保健師・管理
栄養士が行うサポート。

腹囲

男性85cm以上
女性90cm以上

BMI 25.0以上

BMI=
体重(kg)÷身長(m)2

血圧

収縮期血圧130mmHg以上
または、
拡張期血圧85mmHg以上

血糖

空腹時血糖100mg/dl以上
または、
HbA1c(NGSP値）5.6%以上

脂質

中性脂肪150mg/dl以上（随時中性
脂肪の場合は175mg/dl以上）
または、
HDLコレステロール40mg/dl未満

積極的支援

保健師や管理栄養士とともに、生活習慣
改善のための行動目標・取り組みを計画
する。
3～6か月間、電話や手紙などで定期的な
サポートを受けながら実行する。

動機付け支援

保健師や管理栄養士とともに、生活習慣
改善のための行動目標・取り組みを計画
する。
3か月間、取り組みを実行する。
（65歳以上は、積極的支援に該当する場
合も、動機付け支援を実施）

2個以上該当

3個以上該当

1個

2個

喫煙 吸う

吸わない

はい

はい

1個

いいえ

いいえ 0個

情報提供

〈選定方法〉

特定保健指導について
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生活習慣病
予防健診

高血圧
高血糖

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

動脈
硬化

糖尿病

心筋
梗塞

脳梗塞

人工透析

・本人へ受診勧奨文書送付
・在籍する事業所へ、健診後の事後措置徹底
を促す文書送付

高血圧：収縮期血圧160mmHg以上または、
拡張期血圧100mmHg以上

高血糖：空腹時血糖126mg/dL以上
HbA1c6.5％以上 のいずれかに該当

脂質異常症（LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）：180ｍg/dL以上

未治療者への受診勧奨

・腎機能低下者で、かつ腎臓専門医未受診の方に
対する受診勧奨

・「山形県糖尿病及び慢性腎臓病（CKD)重症化
予防プログラム」に則った、主治医より依頼の
あった方に対する保健指導

糖尿病性腎症患者への重症化予防

未治療者の医療機関受診勧奨について未治療者への受診勧奨について

７

失明等

神経
障害



特定健診・特定保健指導実施率の目標設定について（国・各保険者）

国では、高齢者の医療の確保に関する法律（第18条）において、特定健康診査（特定健診）及び特定保健指導の
基本的な指針を定める事となっております。上記指針に基づき、各医療保険者における令和11年度を達成期限とした健
診・指導の実施率の目標値が下記のとおり定められております。

保険者種別
実施率

特定健診 特定保健指導

市町村国保 ６０％以上 ６０％以上

国保組合 ７０％以上 ３０％以上

協会けんぽ
（船保）

７０％以上
（７０％以上）

３５％以上
（３０％以上）

単一健保 ９０％以上 ６０％以上

総合健保・私学共済 ８５％以上 ３０％以上

共済組合（私学共済除く） ９０％以上 ６０％以上

全国目標 ７０％以上 ４５％以上
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＜全健診機関共通＞
第三期特定健康診査実施計画（指導）

区分 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

被
保
険
者

対象者数 16,205,000人 16,151,000人 16,048,000人 15,942,000人 15,825,000人 15,696,000人

実施率
実施者数

70.5% 72.5% 74.0% 75.4% 76.9% 78.4%

11,425,000人 11,710,000人 11,876,000人 12,021,000人 12,170,000人 12,307,000人

生活習慣病
予防健診

61.7% 63.5% 64.8% 66.0% 67.3% 68.6%

9,997,000人 10,250,000人 10,392,000人 10,519,000人 10,649,000人 10,768,500人

事業者健診
8.8% 9.0% 9.2% 9.4% 9.6% 9.8%

1,428,000人 1,460,000人 1,484,000人 1,502,000人 1,521,000人 1,538,500人

被
扶
養
者

対象者数 4,113,000人 4,064,000人 4,033,000人 4,014,000人 3,996,000人 3,979,000人

実施率
実施者数

30.3% 31.6% 32.9% 34.2% 35.5% 36.8%

1,247,000人 1,285,000人 1,327,000人 1,373,000人 1,419,000人 1,466,000人

合
計

対象者数 20,318,000人 20,215,000人 20,081,000人 19,956,000人 19,821,000人 19,675,000人

実施率
実施者数

62.4% 64.3% 65.7% 67.1% 68.6% 70.0%

12,672,000人 12,995,000人 13,203,000人 13,394,000人 13,589,000人 13,773,000人

協会では、高齢者の医療の確保に関する法律（第19条）に基づく第四期特定健康診査等実施計画を定め、その中で令和
11年度における協会の実施率目標を特定健康診査（特定健診）70％、特定保健指導35％とし、その目標を達成すべく各
年度の実施率目標を設定しております。

合計
内訳

生活 事業者 被扶養者

実施率 81.1％ 82.5% 7.3% 42.7%

【協会けんぽ・全国】特定健診

【協会けんぽ・山形】令和6年度目標

上記協会けんぽの目標値を達成するため、協会けんぽ本部より各都道府県支部に対して目標値が示されておりますが、山形
支部における実績（令和5年度）と目標値（令和6年度）については、下記のとおりとなっております。

合計
内訳

生活 事業者 被扶養者

実施率 81.9％ 82.6% 7.2% 43.4%

実施者数 162,674人 136,191人 11,871人 14,612人

【協会けんぽ・山形】令和5年度実績

第四期特定健康診査等実施計画について（特定健診）
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＜全健診機関共通＞
第三期特定健康診査実施計画（指導）

区分 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

被
保
険
者

対象者数 2,273,575人 2,330,290人 2,363,324人 2,392,179人 2,421,830人 2,449,093人

実施率
実施者数

21.5%
489,910人

24.3%
567,134人

27.1%
641,203人

29.9%
715,963人

32.7%
792,663人

35.5%
870,262人

被
扶
養
者

対象者数 107,242人 110,510人 114,122人 118,078人 122,034人 126,076人

実施率
実施者数

18.1%
19,399人

19.4%
21,435人

20.7%
23,628人

22.0%
25,990人

23.3%
28,457人

24.6%
31,048人

合
計

対象者数 2,380,817人 2,440,800人 2,477,446人 2,510,257人 2,543,864人 2,575,169人

実施率
実施者数

21.4%
509,309人

24.1%
588,569人

26.8%
664,831人

29.6%
741,954人

32.3%
821,120人

35.0%
901,309人

【協会けんぽ・全国】特定保健指導（評価）

合計

内訳

被保険者 被扶養者

実施率 29.4％ 30.3% 9.1%

【協会けんぽ・山形】令和５年度実績（評価）

合計
内訳

被保険者 被扶養者

実施率 27.9％ 28.8% 9.1%

実施者数 7,181人 7,082人 99人

【協会けんぽ・山形】令和６年度目標（評価）

第四期特定健康診査等実施計画について（特定保健指導）
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1．令和5年度保健事業実施結果報告
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生活習慣病予防健診等 実施率

令和5年度目標
令和5年度実績

（目標値との対比）
令和5年度順位

（参考）
令和4年度実績

生活習慣病予防健診 80.1％以上 82.6％（+2.5％） 1位 82.5％（1位）

事業者健診データ取得 10.3％以上 7.2％（△3.1％） 28位 8.4％（32位）

被扶養者特定健診 41.5％以上 43.4％（+1.9％） 1位 42.1％（1位）

令和５年度の取組状況

【被保険者にかかる受診率向上に向けて】

○未受診事業所及び新規適用事業所に対する、外部委託機関を活用した受診勧奨

○小規模事業所（健診対象者10人以下）に対する受診勧奨

○事業者健診結果データ未提出の事業所に対する、外部委託機関を活用した提供勧奨（労働局との連名文書発送）

【被扶養者にかかる受診率向上に向けて】

○各市町村の集団健診日程の確認方法等記載のリーフレットと受診券の同封発送

（支部HPに各市町村のホームページ（集団健診日程等記載ページ）へのリンクを掲載）

○不定期受診者に対する受診勧奨

○健診機関主催の会場型集団健診に後援し、受診勧奨を実施

○協会けんぽ主催の集団健診「冬季健診」の実施

（１）健診

生活習慣病予防健診及び特定健康診査の受診率は、令和５年度も全国首位となった。
事業者健診データ取得率は全国平均（7.1%）並であるが、生活習慣病予防健診への切り
替え勧奨を併せて行い、健診受診率全体の向上に努めた。引き続き、同様の方針で取り
組みを推進する。

⇒
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[業態別 被保険者健診受診率]

健診受診率健診対象者数
（人）

40歳以上被保険者健診受診率

例年同様、健診対象者数1～10人規模の事業所割合が大きい業態は、健診受診率が
低い傾向にはあるが、全業態のうち13の業態においては昨年度より受診率が上
がっている。12飲食店・宿泊業の受診率の低さが突出している。
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[業態別事業所規模別 被保険者健診受診率]

複合サービス業・公務を除くすべての業態において、健診対象者数1～10人規模事業
所の受診率が低い。10人以下事業所の中でも、健診対象者数が少ない事業所ほど、
受診率が低い傾向にある。
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（人）40歳以上被扶養者年代別受診状況

（人） （人）

40歳以上被扶養者数の構成割合は60代が最も高く、年代内健診受診者の割合では60代・70代
が大きい。40代,50代の未受診者の主な要因の1つに「パート先での健診受診」、60代,70代の
未受診者については一定数「定期通院」などが考えられる。

人

人

人

人

※P12の値は、R5.5月～R6.4月に処理した健診結果データより集計しているが、P15の値は令和5年度中に受診した特定健診結果データより集計しているため、一致しない。

40代

6,794 
20.1%

50代

7,620 
22.5%

60代

12,846 
37.9%

70代

6,623 
19.5%

【40歳以上被扶養者年代別構成割合】

受診者数 未受診者数

70代 3,231 3,392

60代 6,097 6,749

50代 2,604 5,016

40代 2,093 4,701

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000 【40歳以上被扶養者年代別受診状況】

40代 50代 60代 70代 合計

R5被扶養者数 6,794人 7,620人 12,846人 6,623人 33,883人

（参考）
R4被扶養者数

7,184人 7,864人 13,680人 6,921人 35,649人

受診者数 2,093人 2,604人 6,097人 3,231人 14,025人

年代内
受診者割合

30.8％ 34.2％ 47.5％ 48.8％ 41.4%



40歳以上被扶養者特定健診受診率
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（人）

※5月～翌年4月に請求のあった件数を受診者数として算出している。
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【被扶養者健診月別受診者数】
R2 R3 R4 R5
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【特定健診月別受診率（累計）】

R2 R3 R4 R5

月別受診者数においては、冬季の受診者数が少ない。健診機関と連携し、オプション健診等
実施のうえ、冬季も含めた通年で健診受診者数を増やしていく必要がある。
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（２）特定保健指導

【被保険者の特定保健指導実施率向上に向けて】

○健診機関や事業所に対する訪問等によるトップセールス

○健診機関による健診当日実施の特定保健指導の拡大

○専門機関による特定保健指導実施の拡大（バス検診時に当日保健指導を導入）

○40歳到達者への特定保健指導利用案内

【被扶養者の特定保健指導実施率向上に向けて】

○健診機関による健診当日実施の特定保健指導の拡大

○健診機関主催の会場型集団健診時における特定保健指導の利用機会の拡大

○協会けんぽ主催の集団健診（冬季健診）における特定保健指導の拡大

特定保健指導 実施率

実績評価 （参考）初回面談

令和5年度目標
令和5年度実績
（目標値との対比）

令和5年度順位
（参考）

令和4年度実績
令和5年度実績

(順位）

（参考）
令和4年度実績

(順位）

被保険者（本人） 38.0％以上 28.8％（△9.2%） 9位 26.1％（12位）
43.3%
（4位）

36.0%
（10位）

被扶養者（家族） 10.9％以上 9.1%（△1.8%） 39位 7.9％（39位）
10.2%
（41位）

9.5%
（39位）

令和５年度の取組状況

実施率は、目標を下回る結果となったものの前年度実績を上回っている。被保険者の全国順
位では第９位にまで上昇した。
また、被保険者向けの特定保健指導では、健診当日の特定保健指導の実績評価件数が増加。

⇒
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【業態別被保険者特定保健指導対象者と実施率】
※集計対象者は、令和５年度に生活習慣病予防健診あるいは事業者健診を受診した山形支部加入40歳以上被保険者

被保険者特定保健指導実施率

40歳以上被保険者数が多い製造業・建設業は、特定保健指導対象者数も多いため、
この2業態の実施率を上げることが全体の実施率向上につながる。
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（３）重症化予防

【未治療者の医療機関受診率の向上に向けて】

○未治療者に対する受診勧奨（本部による一次勧奨、支部による二次勧奨）

○特定保健指導非該当者の要治療、要精密検査者への訪問・面談による受診勧奨

○事業所に対する労働局との連名による健診後の事後措置の徹底依頼

【糖尿病腎症患者への重症化予防に向けて】

○腎機能の低下が見受けられる専門医未受診者に対する受診勧奨

○山形県糖尿病及び慢性腎臓病（CKD）重症化予防プログラムに基づく、かかりつけ医と連携した保健指導

受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合（令和4年度健診者への勧奨結果）

令和5年度目標
令和5年度実績

（目標値との対比）
令和5年度順位

（参考）
令和４年度実績

山形支部 13.1％以上 10.7％（△2.4%） 12位 10.9％（14位）

令和５年度の取組状況

目標達成には至らず。受診率は前年度より0.2％減となったが、全国平均が9.2％と低く、
順位は12位となっている。⇒
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（４）第２期データヘルス計画

H28年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 評価

実績 12.4 12.0 11.6 11.6 10.9 11.3 ◎

（千人あたり入院件数）

H28年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 評価

実績 23.2 22.6 22.4 22.1 22.2 21.8 △

（％）

○第１期データヘルス計画・・・平成27年度～平成29年度（３年間）
○第２期データヘルス計画・・・平成30年度～令和05年度（６年間）

計画期間

上位目標：循環器系疾患の発症を抑制する【10年以上経過後に達する目標】

県全体の循環器系疾患による入院受診率を下げる（H28年度 県全体 12.4件／1,000人）

中位目標：県内全域建設業事業所における特定保健指導対象者の割合を20％まで減らす

（参考）平成28年度 23.2％（特定保健指導対象者数 約4,700人 → 約4,000人）
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令和５年度（下位目標）の取組状況

１．特定健診
建設業事業所の生活習慣病予防健診受診率を78.5％以上にする
・未受診事業所及び新規適用事業所に対する、外部委託機関を活用した受診勧奨を実施。
・小規模事業所（健診対象者10人以下）に対する受診勧奨を実施。

２．特定保健指導

①建設業事業所の特定保健指導初回面談実施率を34.0％以上にする
・特定保健指導の当日実施可能な健診機関へ建設業リストを送付し、積極的な実施を依頼

・健診機関で当日実施できなかった対象者に対し、支部による後日訪問の特定保健指導を実施
・健康企業宣言事業所・健康保険委員在籍事業所への特保利用勧奨を実施

②建設業特定保健指導対象者の喫煙率を42.4％以下に減らす
・保健指導担当者がセミナーを受講し、禁煙指導についてのスキルアップ
・特定保健指導の際、すべての喫煙者に対し禁煙支援の実施

建設業の生活習慣病予防健診 受診率

評価指標 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

受診者数 / 健診対象者数 78.5％以上 81.1％（＋2.6%） 〇

建設業の特定保健指導

評価指標① 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

建設業特保初回面談実施数 /
建設業特保対象者数

34.0％以上 39.1％（+5.1%） ◎

評価指標② 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

喫煙者数 / 建設業特保対象者数 42.4％以下 43.0％（+0.6%） △
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４．地域・職域
連携事業

①建設業の「やまがた健康企業宣言」事業所を450社以上にする

・特定保健指導の機会を活用した健康企業宣言への登録勧奨

・建設業協会広報紙・建設業労災防止協会メルマガへの記事掲載

・県及び市町村に対し、調達案件の入札時に健康宣言事業所に加点する等のインセンティブを

付与する仕組みの導入を働きかけ

・加入者の健診受診や重症化予防を呼びかけるDMの送付

②建設業の「やまがた健康企業宣言」事業所のうち100社以上に対し健康づくりサポートを実施

・事業所訪問型セミナーの実施

・支部の保健師が事業所へ介入し、健康経営のサポートを実施

建設業事業所における重症化予防事業

評価指標① 目標値
令和５年度実績（目標値との対比）

※本部勧奨R3.10～R4.9
評価

建設業の医療機関受診者数 /
建設業の未治療者受診勧奨業務対象者数

12.4％以上
（二次勧奨対象者）

11.0％（△1.4%） ×

評価指標② 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

建設業の未治療者受診勧奨業務対象者数 /
建設業健診受診者数

3.6％以下 4.2％（+0.6％） ×

建設業事業所における「やまがた健康企業宣言」登録事業所数

評価指標① 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

建設業事業所の健康宣言登録件数 450社以上 523社（+73社） 〇

評価指標② 目標値 令和５年度実績（目標値との対比） 評価

健康づくりサポート事業所数 100社以上 130社（+30社） 〇

３．重症化予防事業

①建設業の未治療者受診勧奨業務対象者の本部発送後３か月以内の受診率を12.4％以上にする
・本部からの初回受診勧奨後、1か月以内に、支部から追加受診勧奨

②建設業の未治療者受診勧奨業務対象者（一次勧奨対象者・二次勧奨対象者）を3.6％以下にする
・特定保健指導非該当者のうち、血圧値・血糖値・ LDLコレステロールの判定が、要治療・要精密検査

となっている方へ面談による医療機関受診勧奨を実施
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（５）総括

健康診断 受診率

令和５年度目標
令和５年度実績

（目標値との対比）
令和５年度順位 全国平均

（参考）
令和４年度実績

生活習慣病予防健診 80.1％以上 82.6％（+2.5％） 1位 57.7％ 82.5％（1位）

事業者健診データ取得 10.3％以上 7.2％（△3.1％） 28位 7.1% 8.4％（32位）

被扶養者特定健診 41.5％以上 43.4％（+1.9％） 1位 28.3％ 42.1％（1位）

総
括

健診については、被保険者・被扶養者ともに受診率は全国第1位を維持している。引き続き、自治体や関係機関と連携した啓
発広報の実施や受診しやすい環境づくりを推進し受診率向上に努める。

特定保健指導の推進は、山形支部の喫緊の課題であると認識している。
被保険者の特定保健指導については健診機関による当日特定保健指導の拡大に向けて進捗管理を強化するとともに、事業所
への利用勧奨を職員が事業所に架電または訪問のうえ実施する。

重症化予防対策やデータヘルス計画においては事業所の協力が不可欠であり、引き続き「健康経営」の取組みを推進する。

特定保健指導 実施率

令和５年度目標
令和５年度実績
（目標値との対比）

令和５年度順位 全国平均
（参考）

令和４年度実績

被保険者（本人） 38.0％以上 28.8％（△9.2%） 9位 19.8% 26.1％（12位）

被扶養者（家族） 10.9％以上 9.1%（△1.8%） 39位 15.6% 7.9％（39位）

受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合

令和５年度目標
令和５年度実績

（目標値との対比）
令和５年度順位 全国平均

（参考）
令和４年度実績

山形支部 13.1％以上 10.7％（△2.4%） 12位 9.2% 10.9％（14位）



2．令和6年度保健事業について
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健診の取り組み

健診種別 内 容 実施時期 KPI

生活習慣病
予防健診

県内全事業所に対するパンフレット等送付による受診勧奨（年次案内） 3月下旬

82.5％

未受診事業所及び新規適用事業所への架電による受診勧奨
（外部事業者に業務委託） 5月～

健康宣言新モデルにおいて登録条件として新たに設定した『健診受診率
70％以上』という基準をクリアできていない旧モデル下での「やまがた
健康企業宣言」登録事業所に対し、健診受診率を上げることで新モデル
への移行を勧奨

5月～

事業者健診

事業者健診結果データ提供の勧奨（健診機関19機関への業務委託） 4月～

7.3％
生活習慣病予防健診受診率が低い事業所に対し、外部委託を活用した、
事業所への文書及び架電による事業者健診結果データ提供の勧奨 5月～

特定健診

各市町村の集団健診に関する問合せ先等記載のリーフレットと受診券の
同封発送（各市町村の集団健診の詳しい日程については支部HPに掲載） 4月～

42.7％健診機関主催の会場型集団健診に後援し、受診勧奨を実施 9～11月

協会けんぽ主催のセンター型集団健診（がん検診同時受診を前提）
「冬季健診」の実施 12～3月

25

山形支部の令和６年度保健事業の主な取り組み（１）令和６年度保健事業概要



特定保健指導の取り組み

対 象 内 容 実施時期 KPI

被保険者
被扶養者

健診機関による健診当日実施の特定保健指導の拡大 4～3月
被保険者
30.3％

被扶養者
9.1％

被保険者

専門機関による特定保健指導実施の拡大
ウェアラブル端末を活用した特定保健指導を実施できる専門機関の導入 4～3月

やまがた健康企業宣言事業所のうち、特定保健指導利用率が低い事業所に
対する訪問利用勧奨 7月～

バス健診時の外部委託業者による当日特定保健指導（ICT面談）の実施
事業者健診を含む対象拡大 4月～

被扶養者
健診機関主催の会場型集団健診時における特定保健指導の利用機会の拡大 9～11月

新規 支部職員による特定保健指導の利用勧奨（山形市） 4月～

重症化予防の取り組み

目 的 内 容 実施時期 KPI

未治療者の医療機
関受診率の向上

未治療者に対する受診勧奨（本部による一次勧奨、支部による二次勧奨） 4～3月

37.5%
以上

糖尿病腎症患者へ
の重症化予防

血圧値、血糖値に加え、LDLコレステロールの高い未治療者が在籍する事
業所に対する労働局との連名による健診後の事後措置の徹底を依頼する文
書の送付

4～3月

腎機能の低下が見受けられる専門医未受診者に対する受診勧奨文書の送付 8月

26
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（２）特定保健指導希望事業所情報の取得業務（業務委託）について

特定保健指導実施機関におけるマンパワー不足を補うため、特定保健指導実施機関が健診当日に
保健指導を実施できない対象者の属する事業所に対し、健診予約時または健診実施時等の機会を活
用し、協会が後日実施する特定保健指導の利用案内を行い、特定保健指導の実施件数の拡大を図る
ものです。（利用案内・申込受付業務の委託）

事業概要

（１）期待される効果

・ 健診機関より、直接特定保健指導の必要性等をご案内いただく事により、特定保健指導の理解促進に繋がる。

・ 健康診断の予約や実施時等、事業所担当者として従業員の健康管理を意識する時期に特定保健指導について勧奨を行う事で、
特定保健指導の受入れ促進に繋がる。

（２）契約健診機関

・ （一）日本健康管理協会 山形健康管理センター

・ （一）全日本労働福祉協会東北支部山形健診センター

（３）実施見込み

２健診機関合わせて、最大１３０事業所を予定

＜申込案内チラシ＞ ＜申込書＞

新規事業
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（３）第３期データヘルス計画

○第１期データヘルス計画・・・平成27年度～平成29年度（３年間）
○第２期データヘルス計画・・・平成30年度～令和05年度（６年間）
○第３期データヘルス計画・・・令和 6 年度～令和11年度（６年間）

データヘルス計画とは

「加入者の健康保持増進」を目的に保険者（協会けんぽや健康保険組合など）が保有する健診・
レセプトデータに基づく効率的・効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するための計画。

計画期間

第３期データヘルス計画の基本方針

〇第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）では、第２期と同様に「特定健診・特定保健指導の
推進」「重症化予防の対策」「コラボヘルスの取組」を柱とする

〇｢データ分析に基づく地域・職域の特性を踏まえたポピュレーションアプローチ」の推進において
は、「顔の見える地域ネットワーク」を活用し効果的に取り組む

〇第２期の検証結果を踏まえ、事業の目的や動機を明確にするとともに、データの分析結果の活用に
よる「見える化」を行い、それに応じた効率的かつ重点的な保健事業を推進する



健康課題の抽出

〇山形支部加入事業所数・加入者数（令和5年9月末現在）
・事業所数 19,772社
・加入者数 365,827人（被保険者数：238,456人 被扶養者数：127,371人）

〇やまがた健康企業宣言事業所数
・1,561社（令和5年9月末現在）

〇健診受診率の状況（R4年度）
・生活習慣病予防健診受診率（40-74歳）
山形支部：82.5% 全国：56.4%

・特定健診受診率（被扶養者） R4年度
山形支部：42.1% 全国：27.7%

〇生活習慣要改善者の割合（R4年度）
・喫煙習慣がある者の割合
【男性】山形支部：43.1% 全国：40.0％【女性】山形支部：14.1% 全国：15.1％
・体重10kg以上増加者の割合
【男性】山形支部：47.6% 全国：50.2％【女性】山形支部：29.9% 全国：31.4％
・運動習慣要改善者の割合
【男性】山形支部：74.4% 全国：66.0％【女性】山形支部：83.1% 全国：72.9％
・食事習慣要改善者の割合
【男性】山形支部：49.9% 全国：57.2％【女性】山形支部：41.0% 全国：48.6％
・飲酒習慣要改善者の割合
【男性】山形支部：17.9% 全国：17.8％【女性】山形支部：3.5% 全国：5.1％
・睡眠で休養が取れていない者の割合
【男性】山形支部：35.2% 全国：36.4％【女性】山形支部：40.9% 全国：41.8％

※男性の喫煙習慣がある者の割合が全国平均に比べ高い。また、運動習慣要改善
者の割合が男女ともに全国平均よりも10％ほど高い。

〇野菜摂取量（平成28年 国民健康・栄養調査）
【男性】山形県：277ｇ 全国：284ｇ【女性】山形県：273ｇ 全国：270ｇ

〇食塩摂取量（平成28年 国民健康・栄養調査）
【男性】山形県：11.0ｇ 全国：10.8ｇ【女性】山形県：9.8ｇ 全国：9.2ｇ

背景、不適切な生活習慣

〇特定保健指導実施率の状況（R4年度）
・特定保健指導実施率（被保険者・初回面談）
山形支部：36.0% 全国：23.4%

・特定保健指導実施率（被保険者・実績評価）
山形支部：26.1% 全国：18.2%

〇生活習慣病リスク保有率（被保険者）
・メタボリックリスク保有者の割合
【男性】山形支部：24.5% 全国：24.0％【女性】山形支部： 6.2% 全国：6.2％
・メタボリスク及びメタボ予備群の割合
【男性】山形支部：41.2% 全国：42.1％【女性】山形支部：12.0% 全国：12.3％
・腹囲リスク保有者の割合
【男性】山形支部：47.8% 全国：51.2％【女性】山形支部：14.9% 全国：16.1％
・血圧リスク保有者の割合
【男性】山形支部：58.9% 全国：55.0％【女性】山形支部：40.5% 全国：36.6％
・代謝（血糖）リスク保有者の割合
【男性】山形支部：23.1% 全国：23.1％【女性】山形支部：10.6% 全国：11.7％
・脂質リスク保有者の割合
【男性】山形支部：38.7% 全国：36.6％【女性】山形支部：21.4% 全国：19.0％

※男女ともに、血圧リスク保有者・脂質リスク保有者の割合が全国平均よりも高
い。

生活習慣病予備群

▶現状（１）
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重症化、要介護状態、死亡生活習慣病

▶現状（２）

▶健康課題

〇被保険者一人当たり医療費（R4年度）
【全疾病】
・入院
山形支部： 51,023円 全国： 49,743円

・入院外
・山形支部：126,764円 全国：123,328円

【循環器系疾患】
・入院
山形支部： 11,257円 全国： 12,072円

・入院外
山形支部： 21,796円 全国： 16,724円

〇被保険者における年齢調整後受診率（件／千人）：R4年度
【全疾病】
・入院
山形支部： 86.98 全国： 87.10

・入院外
山形支部： 6709.12 全国： 6221.51

【循環器系疾患】
・入院
山形支部： 10.26 全国： 11.74

・入院外
山形支部： 1271.22 全国： 969.41

〇平均寿命（令和2年 厚労省完全生命表）
・男性 山形県：81.39歳 全国：81.49歳
・女性 山形県：87.38歳 全国：87.60歳

〇健康寿命（R元年）
・男性 山形県：72.65歳 全国：72.68歳
・女性 山形県：75.67歳 全国：75.38歳

〇山形県における年間死亡者数（R4年）
・男性：8,164人、女性：8,719人 計：16,883人
※三大生活習慣病（がん、心疾患、脳血管疾患）による死亡者数は、
7,942人と全体の47％を占めている。

〇年齢調整死亡率（人口10万対）：令和2年 厚労省都道府県別生命表
【全死因】
・男性 山形県：1341.2 全国：1328.7
・女性 山形県： 747.8 全国： 722.1

【脳血管疾患】
・男性 山形県：114.6 全国：93.8
・女性 山形県： 71.4 全国：56.4

【急性心筋梗塞】
・男性 山形県：56.1 全国：32.5
・女性 山形県：24.2 全国：14.0

30
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山形支部 第３期データヘルス計画

【重大な疾患の発症を防ぐ目標（１０年以上経過後に達するゴール）】

循環器系疾患にかかる年齢調整後の入院受診率を下げる

【６年後に達成すべき目標】

被保険者の血圧リスク保有率を2022実績（男性58.9%・女性40.5%）未満とする

健康課題に対する各種取組（事業）

１．健診 ２．特定保健指導 ３．重症化予防事業 ４．コラボヘルス

・血圧リスク保有率が高い
「建設業」における被保険
者の健診受診率向上に向け
た取り組み。

・製造業の特定保健指導の
推進（初回面談実施率の向
上）
・製造業の喫煙率低下

・血圧リスク保有者への保
健指導の推進

・宣言事業所への運動習慣
改善のための取組促進
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１．健診

血圧リスク保有率が高い「建設業」における被保険者の健診受
診率向上に向けた取り組み

建設業における令和4年度の血圧リスク保有率は57.7%と支部平均49.7%より
も高い。また、被保険者健診受診率は80.7%と支部平均81.3%よりも低いため、
健診受診率を2022年度支部平均81.3%以上を6年後の目標とする。

・委託事業者を活用した生活習慣病予防健診の電話による利用勧奨、及び事業者健
診データの提出勧奨。

・業界団体（建設業協会等）と連携し、業界機関紙へ啓発記事の掲載を依頼。

評価指標 6年後（令和11年度）の目標値 令和6年度目標値

建設業における被保険者の健診受診率
（生活習慣病予防健診受診率+事業者健診データ取得率） 81.3％以上 80.8％以上

目標達成のための取組項目と具体的な取り組み
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２．特定保健指導

①製造業の特定保健指導の推進（初回面談実施率の向上）
山形県は、他県と比較して製造業の事業所数・被保険者数が多いのが特徴であり、業務の性質上ライン

から離れることが難しい場合が多く、特定保健指導の実施率が低い傾向にある（R4年度 初回面談実施率
35.1%）。また、平均年齢は41.4歳と山形支部平均と比較し若く、早期に介入することで長期的な健康
づくりに役立てることを目的とする。
①健診機関と連携を密にし、当日実施の好事例を横展開する。また、年に1度健診機関との情報交換会
を開催し、実績向上に向けた取り組みを共有する。

②影響の大きい大規模事業所に対し、訪問による特定保健指導の利用勧奨を年間５社以上実施する。
③「やまがた健康企業宣言」の登録事業所に対し、特定保健指導の利用勧奨を実施する。
④バス検診利用事業所に対し、専門事業者と連携した当日保健指導を推進する。

②製造業の喫煙率低下
令和4年度の製造業の喫煙率は30.9%と山形支部平均より高く、また被保険者数が多いことから約

10,000人の喫煙者がおり、喫煙率の高い建設業や運輸業の喫煙者数を上回る。喫煙は対個人では進めるこ
とが難しいため、禁煙・受動喫煙防止のため事業所の理解を得ることに注力する必要がある。
①保健指導の機会を通し、禁煙に関する情報提供と支援を実施。
②受動喫煙防止や禁煙支援に関する健康づくりセミナーを行う。
③事業所に対し、禁煙や受動喫煙防止の啓発を促し、禁煙への取り組みが促進できるように協力依頼を
実施する。

目標達成のための取組項目と具体的な取り組み

評価指標① 6年後（令和11年度）の目標値 令和6年度目標値

製造業にかかる特定保健指導の初回面談実施率 45.0％以上 37.9％以上

評価指標② 6年後（令和11年度）の目標値 令和6年度目標値

製造業における喫煙習慣がある者の割合 30.2％以下 30.7％以下
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４．コラボヘルス

「やまがた健康企業宣言」登録事業所への運動習慣改善のための取組促進
血圧リスクが高い要因の１つとして、運動習慣要改善者割合の高さがあげられる（当支部は令和3年度は

77.9%と全体でワースト2位（男性：73.9%（ワースト2位）、女性：83.3%（ワースト2位））。したがっ

て、運動に取り組む働きかけを行うよう勧奨する。

①手軽に室内で行える運動について動画を作成しホームページ等で周知を行い、就業中（休憩時等）の実

践を推奨する。

②山形県や連携先自治体が行っている運動系アプリを導入する事業所を増やす。

３．重症化予防事業

血圧リスク保有者への保健指導の推進
令和4年度の血圧リスク保有者は約22,000人。令和４年度の血圧・血糖・脂質が要治療・要精密検査の判定

者に対する面談実施数は611件（約9割が血圧に該当）、令和5年度は約1,200件実施の見通し。血圧リスク保
有者に対する保健指導を拡大し、適切な医療機関受診や生活習慣改善を促す。また、事業所の理解を得ること
で受診しやすい環境の構築やヘルスリテラシーを高める。

①健診結果より血圧リスク保有者の面談を実施する。
②労働局と連名の文書にて対象者在籍事業所に重症化予防事業に係る協力依頼（事後措置の徹底）を実施す
る。

評価指標① 6年後（令和11年度）の目標値 令和6年度目標値

血圧リスク保有者への面談実施件数 10,800件
（令和6年度～令和11年度累計）

1,200件

評価指標① 6年後（令和11年度）の目標値 令和6年度目標値

運動対策に取組む宣言事業所数 1,000事業所以上 500事業所以上



３．マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

35



マイナ保険証での受診が始まっています

よりよい医療が受けられる！

 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査を防ぎ、自身の健康・医療データに
基づくより適切な医療を受けられます。 ※本人の同意なく情報が共有されることはありません。

 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のりスクも減少します。
※本人の同意なく情報が共有されることはありません。

 旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます。

各種手続きも便利・簡単に！

 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。
 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要になります。
 高齢受給者証の持参も必要なくなります。
 マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。

安心

令和６年（2024年）12月２日に健康保険証は廃止され、
マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります！
マイナ保険証で受診するメリットは大きく２点です。

※マイナ保険証とは…マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。

便利

令和６年（2024年）12月２日以降、新規に健康保険証は発行されません。 ！！
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発行済みの健康保険証の取り扱い

従来の健康保険証は令和６年（2024年）12月２日に廃止されますが、
現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和７年
（2025年）12月１日まで使用できます。

※令和７年（2025年）12月１日までに退職等で使用できなくなった保険証は、会社へ返納して
ください。

令和７年（2025年）12月２日以降については保険証の自己破棄も可能です。
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健診機関の受診方法

● 生活習慣病予防健診の予約受付時は、協会の情報提供サービス上で資格確認を行います。
現状の記号・番号に加えて、それ以外の情報でも予約を行うことできるようになります。

● 生活習慣病予防健診当日は、医療機関を受診する際の流れに準じて資格確認を行います。
健診機関でオンライン資格確認が実施可能である場合はマイナ保険証を使用したオンラ

イン資格確認を、オンライン資格確認が実施できない場合は、マイナンバーカード＋資
格情報のお知らせ又は資格確認書による資格確認を、それぞれ実施します。
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制度改正後の医療機関等受診方法

以上で述べてきた制度改正後の医療機関等の受診方法・使用期間について、表にまとめ
ると下記のとおりです。
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健康保険証

マイナ保険証

資格確認書

マイナポータル
（スマホ）

＋
マイナンバーカード

資格情報のお知らせ
＋

マイナンバーカード
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マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較

名称 形状 取得方法 使用目的 使用方法

①
マイナ
保険証

マイナンバーカー
ド マイナンバーカードの入

手後、マイナンバーカー
ドの保険証利用登録を行
う

カードリーダーが設置
されている医療機関を
受診するとき

医療機関に設置され
ているカードリー
ダーで読み取り

②
資格
確認書

従来の健康保険証
と同じプラスチッ
クカード型（色は
黄色） ・資格取得時等に申請

・マイナ保険証をお持ち
でない方に職権で発行

マイナ保険証をお持ち
でない方が医療機関を
受診するとき

医療機関に提示

③
資格情報の
お知らせ

紙製カード型
・資格取得時に送付（申
請不要）
（マイナポータルから確
認できる「わたしの情
報」でも代用可能）
・既加入者には本年9月に
送付予定

カードリーダーが使え
ない場合に医療機関を
受診するとき

マイナンバーカード
と資格情報のお知ら
せの両方を医療機関
に提示
（資格情報のお知ら
せのみでは受診不
可）


